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第１回 地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践委員会 議事録 

 

１ 開 催 日 時  令和元年５月 15 日（水） 午前９時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

 

２ 開催の場所  県庁別館９階特別第一会議室 

 

３ 出 席 者  委 員 長  矢野 弘典 

         副委員長  池上 重弘 

         委  員  加藤 暁子 

         委  員  清宮 克幸 

         委  員  白井 千晶 

委  員  杉  雅俊 

         委  員  竹原 和泉 

委  員  豊田 由美 

         委  員  塙  博 

         委  員  藤田 尚徳 

         委  員  宮城 聰 

         委  員  藪田 晃彰 

         委  員  山本 昌邦 

  

         知  事  川勝 平太 

 

４ 議   事 

（１）副委員長選出 

（２）令和元年度の検討事項及び年間スケジュール（予定） 

（３）国内外で活躍できる人材の育成 

（４）その他 

 

【開  会】 

事  務  局：  ただいまから第１回地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践

委員会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、当委員会に御出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 私は、本日の司会を務めます文化・観光部総合教育局、伏見と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の次第が綴じてあります資料を御覧ください。 

 ３枚めくっていただきますと、１ページの資料１、地域自立のための

「人づくり・学校づくり」実践委員会設置要綱がございます。 

 当委員会の委員の任期は、第４条第１項の規定のとおり、委嘱の日か

ら年度の末日までとなっております。このため、昨年度から引き続き全

ての委員に再任をいただきましたが、皆様に改めて委嘱状を交付し、お
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手元に配付してございます。御確認をお願いいたします。 

 また、当委員会の委員長は、第５条第２項の規定に基づきまして、知

事の指名により、矢野弘典委員にお願いしております。よろしくお願い

いたします。 

 次に、資料を１枚お戻りいただきますと、実践委員会の委員一覧がご

ざいます。 

 本日は、片野委員、仲道委員、マリ・クリスティーヌ委員、渡部清花

委員、渡邉妙子委員が所用のため欠席となっております。なお、山本委

員におかれましては、所用により途中で退席される予定となっておりま

す。 

 それでは、開会に当たりまして、知事から御挨拶申し上げます。 

 

川 勝 知 事：  どうも皆様、おはようございます。 

 令和元年、最初の実践委員会ということでございまして、昨年、また

数年前から引き続き皆さん御就任いただいておりまして今年もどうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

今日は、とりたての新茶で掛川の深蒸し茶を用意いたしました。ちょ

うどお茶まつりもつい数日前、３日間、大盛況のうちに行われまして、

春の祭典、にぎにぎしく行われたということでございます。 

今年は、小堀遠州の作庭になる小庭、後水尾天皇が引退されて仙洞御

所に行かれたときにお造りになった庭、それがこちらに移されて、そこ

で開会式が行われまして、ブラジルの総領事ほかたくさん来られて、本

当に国際色豊かで、入った人はみんな感動していました。 

 さて、この実践委員会は極めて重要です。総合教育会議というのは法

律で定められていますが、これは定められておりません。総合教育会議

というのは、教育委員会に首長が出席をして意見を交換するという会議

であります。 

 その首長、御案内のように、もう玉石混交で、基本的に石のほうが多

いということでありまして、そういうところに、今度基本的に総合教育

会議の基本は、教育基本法にございますように、教育の中立性、これは

政治的な関与を避けるということです。必ずしも政治に一切関与しない

ということではないんですね。教育の中身にしっかり主権教育をしなく

てはいけません。しかしながら、中立性の名のもとに、校長先生ほか学

校の先生も投票にも行かないという、全く履き違えているような人たち

もたくさんいまして、先生の中にも玉石混交で、石もかなりいらっしゃ

るというふうに私は見ております。 

 そうした中で、やはりその教育の中立性というのは大事で、そのため

に社会全体の方々に入っていただいて、意見を十分に交換していただい

て、その意見を私が介して総合教育会議に臨むと。ただし、私自身も相

当偏見を持っておりますので、そういうことを自覚しておるものですか

ら、この総合教育会議には矢野委員長、もしくは池上副委員長に御出席
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いただいていると。 

 また、この会議にも、きょう教育委員会から藤井さんが来られており

ますけれども、自由に傍聴していただいて、これもオープンにしてやっ

ているということでございます。 

 今、教育の中身を大きく変えなくてはいけないと。 

 例えば、今年はワールドカップが開かれます。来年はオリンピック・

パラリンピックということでございまして、この実践委員会でラグビー

ワールドカップに向けて、このラグビーの精神を歴史とともに学ぼうと

いうことで、ここでお決めになった冊子を作って、そしてその希望する

小学校、中学校、また適切な学年の子供たちにそれを配付して、学校の

主体性を重視しながらそれをやってみようということでできたのが、こ

の皆さんのお手元にございますこれでございます。 

 それからまた、教育カリキュラムに入っていませんけれども、演劇と

いうものの教育的な重要性というのは、知っている人はもうよく知って

いるわけです。そうした中で、ここでは宮城監督に入っていただいてお

りますけれども、監督は御案内のように、昨年度のシュバリエ、騎士の

文化勲章をフランス政府からいただかれました。しかし、彼の活動は、

この間、中学生、全ての中学生にできる限り演劇をしようということ

で、そういう意見はなかなか教育委員会ではなかったことです。 

 そういう意味で、ここでの発言というのはすごく重要だと思っており

ます。 

 ただ、総合教育会議で、昨年度、今年度の大きな議題として４つぐら

い上げられました。こういうワールドカップや、あるいはオリ・パラが

ございますので、国内外で活躍される人材をどうして育成していったら

いいかと。それから、やはり教育というのは自己教育が基本ですが、指

導者に恵まれなくてはいけませんので、ライフステージに応じた教育を

どのようにしていくかということですね。性格、また一人一人お顔が違

うように能力が違います。それをどのように発揮させるかと。一人一人

のニーズを発見して、またその子供の能力を引き出すにはどうしたらい

いかと。 

 それからもう一つ、従来からまるで常套文句のように、確かな学力と

言われているわけです。確かな学力の向上と。 

 しかしながら、演劇とかラグビーとか、あるいは音楽というのは、学

力はすごく大事ですけれども、全て学力に全部収斂するものではありま

せん。 

 ですから、私はその知性を高める座学の重要性とともに、技芸を磨

く、体で覚えることを通して人格を投影していくということの重要性か

ら、技芸を磨く実学というものもあわせて重要だと、ここでも言ってい

ただき、教育委員会でも言っているわけですけれども、そういう意味

で、確かな学力というよりも確かな実力のほうがいいのではないかと、

それを思っております。 
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 それから、ここの御提言がございまして、小学校、中学校、なるべく

先生が文科省の余計な口出しによりまして相当な教育界への締めつけが

ございます。上は大学から、運営交付金を毎年10％減らすということ

で、ノーベル賞をもらわれた方たちが悲鳴を上げておられます。研究費

が少なく、そしてまた目先の利益が出るような研究にお金を与えると

か、そういうことをさせておられる。一方、小学校、中学校には様々な

締めつけがございまして、先生がすごく忙しくなっている。その悲鳴に

応えるために、40人以下にしようということにしたわけですね。ところ

が最低25人ぐらいはあったほうがいいという意見がもともと教育委員会

のほうでございまして、25人以上40人以下ということにしたわけです

が、そうするとそれはまたそれで全体が40人であるところには、そうす

ると45人いるところだったらどうしたらいいんだと。２クラスできない

んですね、25人以下になってしまうから。だから、その25人というのも

省いてくれということになりまして、今、ですから40人以下だったら、

23人と23人のクラスでも構わないということになっているわけですよ。

ところが、学校も今度高校に行くと、40人が必要だと、しかも８クラス

必要だと。中学校、小学校では40人以下でいいと言っているのに、高校

に行くと40人がなければ高校として成り立たないという、これも教育委

員会が悪いのではなくて、文科省の締めつけです。 

 大学に行くと、大学というのはもうこれは一番最高学府でありますけ

れども、そこで体育ができるだけで行くという学校もありますし、面接

だけで済ませるところとか、様々なところがあります。 

 ですから、全部で首尾一貫していないんですよ。首尾一貫していない

ことにおいて一貫しておるわけですね。 

 そういうことに対して、私どもはもう確かな学力は全国レベルといえ

ば、いわゆる福沢諭吉先生が最高額紙幣になったあの彼は、どういう学

問を進めたかというと、洋学ですね。それが実学であると。これからの

日本に必要な現実に最も重要な学問というのが医学であり、あるいは理

学であり工学であり法学であり経済学だというふうにおっしゃった。そ

れが今や世界的にも全然引けをとらない、それぐらいのレベルになって

おります。 

 ですから、もう東京をつくるための、東京自体をつくり上げるための

一つの時代が終わったということです。 

 今の陛下も、また皇后陛下もアメリカやイギリスでそれぞれ教育を受

けられて、文字どおり国際化されております。日本の中には、この間と

いいますかつい最近、９秒99を出したサニブラウンさん、お父様、お母

様、それぞれ日本人とガーナ人という、それでも日本人として活躍して

いますね。本当に国際化してきました。ですから、この多文化共生で多

民族共生で、そういう時代です。 

 我々はそういう時代を生きてきていませんから、そういう時代をどの

ように開いていくかというお手伝いをしなくてはいけないということ
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で、全く新しいがらがらぽんの形でやってもらって結構だと。そして、

最終責任はみんなで負えばよろしいと。もちろん決定する権限は総合教

育会議にございますので、そこに決定されるについて、ここで十分に議

論していただくということが大事であります。 

 そのようなことで、皆様方、今申しましたことは一応共通認識になっ

ているかと存じますけれども、差し当たって議題を出しますけれども、

それにとらわれず、自分が信じて、これは少なくとも子供たちに残して

いかなくてはならないと思われているところをここで出していただく

と、それは上手にまとめて総合教育会議で審議していただいて決定され

て実施されるという、そういう陽明学的な言行一致でやっていくという

ことでございますので、令和元年、年も明けまして、麗しく和やかな

と、麗しく和しているということで、それは、私はもう富士山に対する

形容だと思っております。ですから令和富士なんですね。だから富士山

に登る道がたくさんありますように、いろんな道を通して富士のように

美しい姿に人々がなっていくと。その道づくりをここで生きる道を子供

たちにどのように与えるかということでございますので、各会代表され

て来られておりますので、これから１年間、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

 ちょっと長くなりまして失礼をいたしました。どうぞよろしくお願い

します。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 次に、矢野弘典委員長から御挨拶いただきます。 

 

矢 野 委 員 長：  皆様、おはようございます。 

 引き続き委員長を仰せつかることになりました。また、皆様も全員再

任されたということで大変うれしく思っております。これまで積み重ね

てきた議論がいろいろありますが、新しく令和という年代を迎えました

ので、全く新しい気持ちで取り組んでいければいいのではないかと思っ

ております。 

 これまで４年間やってきたわけですが、少しずつですが、静岡らしさ

が具体化してきたと思っています。 

 スポーツの人材バンクの構築や、磐田の地域スポーツクラブ設立、そ

れから先ほどお話がありましたが、静岡式の35人学級編成、その１クラ

ス25人という下限を撤廃する。大変画期的なことであったと思います。

それから、しずおか寺子屋の創設、あるいは県立高校での新学科の設立

準備、そのための調査研究、また今年のワールドカップに向けてラグビ

ーの教本づくり、全国でラグビーの会場として利用される県はたくさん

ありますが、静岡県が先頭を切って、これを機会に国際化の一環として

子供たちを教育しようということは皆様の御同意を得て実現しようとし

ているわけですね。もう既に動き出しているわけです。 
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 そのように、いろいろな形で少しずつ実り出してきたと私は思ってい

ます。 

 この委員会の意見を尊重してくださる川勝知事、また総合教育会議の

先生方も基本的にはこの実践委員会の提案をそのまま取り入れて、しか

も具体化してくださっていると思います。 

 今日、このようにいつも教育委員会の幹部の方々が傍聴しておられて

いるのは何よりのことでありまして、意思の齟齬を来すことはないと私

は思っております。 

 静岡県は、有徳の人づくりということを大きな目玉に掲げて教育に取

り組んでいるわけですが、これは去年大分議論していただいたことです

けれども、これをもう少し具体化して、「才徳兼備」、それが私は教育

にとって大事な考え方ではないかと思っています。 

 これは、才というのは勉強、好きな子は勉強するし、スポーツ、芸

術、芸能、そういった各分野において優れた才能を発揮できるような教

育というのがなされるべきだと思いますが、それだけでは足りないわけ

で、もともと静岡は有徳の人づくりと言っているわけでありますから、

徳ある青少年を育成していくと、こういう両建てでいく必要があると思

うのです。 

 しかも、これを社会全体で培っていくというところにこの意義がある

と思っております。 

 この実践委員会の名前が地域自立のための「人づくり・学校づくり」

となっています。これはちょっとまた少し見方を変えて言えば、県民あ

るいは地元の皆様が総力を挙げて応援するという形をつくって推進して

いくということだと思います。こうあるべきだという議論だけで進める

のではなくて、皆様の意見を尊重して、これを具体化していくというこ

とだと思います。そうすれば、一歩一歩確かな道を歩めると思っていま

す。 

 例えば、何事によらず、その前例とか、静岡県の前例、ほかの県の事

例とか、それがいっぱいあるわけです。いいものもあるし、何か型には

まったものもあるわけでありまして、どのように考えていったらいいか

と私は思うのですが、その前例や他県の例がこうなっているから当県で

もこうやるというのは、余りにも情けない考え方だと思います。ほかの

例を学ばないというのはおかしいのですけど、先例や他県の例がこうな

っているけれども、静岡県としては主体的に考えてこうするというよう

なアプローチが必要だと思います。結果として、他県や先例に合う場合

もあるでしょう。そうではなく、古いものを新しい衣を着せてスタート

するということもありますし、全く新しい発想も生まれてくると思いま

す。そういう弾力性のある、選択肢の多い議論をしていきたい、こう思

います。こうでなければならないと思い込むというのは大変危険な考え

方ではないかと思います。 

 そういうことができるのが、静岡県のまた仕組みの特徴です。こうい
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う実践委員会を持っている県というのはほかにはないのではないかと思

います。教育委員会に県の有識者のエキスパートの意見が反映されると

いう、これはすごいことだと思います。これは、知事がそれを代表して

提案されるわけですが、実際には私あるいは副委員長の池上先生が出か

けていって、この会の雰囲気を伝えるわけです。そして、それがしっか

りとまともに受けとめられているという、そういう仕組みというのは、

本当に静岡独自のものでありまして、これをぜひ令和の年になりました

から、新しい気持ちでもう一遍再スタートしたいと思います。 

 言ってみれば、誰が正しいかということで判断しないで、何が正しい

かということで判断していけばいいと思います。そのために、皆様、十

分な見識と御経験をお持ちの方々ばかりですから、遠慮なく意見を出し

ていただければと思います。 

 それと、これは４年前から、あるいはその前の検討委員会のときから

言われていたことですが、小さく産んで大きく育てるということです

ね。そして、それが変化をもたらしていく姿というものをしっかりとフ

ォローしていきたいと思っています。 

 ぜひ皆様の建設的な実践につながる御意見を期待したいと思います。

 つまり、地域ぐるみ、社会総がかりの声ということです。地域自立の

ため、その前に社会総がかりの教育のあり方を考える。これがこの場だ

と思っているわけでございます。 

 少し長々と話しましたけど、ぜひとも皆様の御協力をいただいて、今

年１年間のこの検討会議は、この委員会の論議が充実したものになるよ

うにと願っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

事  務  局：  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 これからの議事進行は矢野委員長にお願いいたします。 

 

矢 野 委 員 長：  それでは、本日の議事を進行いたしますが、まずこの委員会の設置要

綱第５条第３項でございますが、これに基づいて、副委員長を指名した

いと思います。 

 昨年度に続きまして、池上委員に副委員長をお願いしたいと思います

が、池上先生、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

池 上 委 員： はい、かしこまりました。 

 

矢 野 委 員 長： 

 

 

 

 

 ありがとうございました。 

 では、こちらにお移りください。 

 それでは、池上先生に引き続き副委員長をお願いするということにし

たいと思います。 
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（池上副委員長が副委員長席に移動） 

 

矢 野 委 員 長： 

 

 それでは、次第に基づいて議事に入りますが、まず報告事項につきま

して事務局から説明をお願いします。 

事  務  局：  事務局を務めます総合教育課長の和田です。よろしくお願いいたしま

す。 

 ２ページの資料２を御覧ください。 

 令和元年度の検討事項及び年間スケジュールです。 

 １．検討事項でございます。 

 ３月19日の第４回県総合教育会議を経て、４項目の検討事項が決定い

たしました。 

 １つ目として、国内外で活躍できる人材の育成、２つ目、確かな学力

の向上、３つ目、ライフステージに対応した教育の充実、４つ目、一人

一人のニーズに対応した教育の充実、以上の４項目であります。 

 したがいまして、この４項目につきまして、総合教育会議に先立って

実践委員会で御検討いただく予定でございます。 

 次に、２．年間スケジュールについて説明いたします。 

 本年度、実践委員会は年４回の開催を予定しております。 

 各回の議事内容はこちらに記載した内容を予定しておりますが、協議

の進捗状況等によりまして変更になることがございます。 

 以上で事務局から説明を終わります。 

 

矢 野 委 員 長：  どうもありがとうございました。 

 本年度の委員会は、今説明がありましたとおり、４つのテーマとスケ

ジュールでやっていきたいと思いますので、どうぞ皆様の御協力をお願

いいたします。 

 本日の意見交換のテーマですが、第１の検討事項となっております、

国内外で活躍できる人材の育成ということであります。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事  務  局：  事務局から説明いたします。 

 お手元の資料の３ページを御覧ください。 

 資料３に本日のテーマの論点を記載してございます。 

 グローバル化が急速に進展する社会において、子供たちに豊かな国際

感覚とコミュニケーション能力を育む機会を提供し、世界の中の静岡を

認識し、国内外で活躍できる人材を育てていくことが必要です。 

 そこで、論点として、事務局から次の２点を御提案させていただきま
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す。 

 １つ目の論点は、「国際イベントの開催に伴う国際交流を通じた特色

ある教育の推進」でございます。 

 ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク及び同文化プログラムなどの開催を契機に、国内外で活躍できる多様

性のある人材を育成するために、具体的にどのような取り組みが考えら

れるか、御意見をいただければと思います。 

 ２つ目の論点は、「県立高校における魅力ある教育環境の充実」でご

ざいます。 

 県立高校において、国内外で活躍できる人材を育成するための教育環

境を充実させるために、新たな学校、学科等の設置など、具体的にどの

ような取り組みが考えられるか、御意見をいただければと存じます。 

 次に、別冊の参考資料のほうを御覧ください。 

 「国際イベントの状況」、「県の取組事例」を取りまとめました。こ

のうち幾つかにつきまして、簡単ではありますが御説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 国際イベントの状況でございます。 

 ２ページ、３ページは2019年度以降の国際イベントの県内開催の状況

でございます。 

 このうち、４ページにラグビーワールドカップ2019について、５ペー

ジに東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技の本県開催につ

いて、６ページに東京2020オリンピック自転車競技テストイベントの開

催について、７ページから９ページにかけまして、オリンピック・パラ

リンピック文化プログラムの推進についてまとめてございます。 

 次に、11ページを御覧ください。 

 ラグビー教本の制作及び学校教育への活用についてでございます。 

 昨年度の実践委員会で御提案いただき、平成31年３月末に教本が完成

いたしました。 

 本日は、机上にこの教本をお配りしてあります。 

 今年度は、この教本を県内学校での授業等で活用していきます。 

 また、72校の重点校では、ヤマハ発動機ジュビロの現役選手に学校を

訪問し授業に参加をしていただきます。 

 次に、12ページを御覧ください。 

 ラグビーワールドカップ2019を契機とした国際交流や教育の推進につ

いてでございます。 

 国際交流に向けた取組では、エコパ周辺おもてなしエリアやファンゾ

ーン等での取組などが予定されております。 

 また、13ページの教育の推進に向けた取組では、先ほどの教本のほか

に、県内の児童・生徒を本県開催試合に招待する予定となっておりま

す。 

 次に、15ページを御覧ください。 
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 東京2020オリンピック・パラリンピックは児童・生徒にとってまたと

ない貴重な機会であるため、オリンピック・パラリンピック教育の推進

に取り組んでおります。 

 次に、16ページを御覧ください。 

 リオパラリンピック競技大会に出場した本県関係の12名の選手によ

り、「障害者スポーツ応援隊」を結成し、特別支援学校等で講演活動や

競技デモンストレーションを行っております。 

 次に、17ページを御覧ください。 

 17、18ページは、国際交流を通じた特色ある教育の推進について、県

の取組事例をまとめてございます。 

 19ページを御覧ください。 

 グローバル人材育成基金を創設し、県内の高校生及び教職員の海外留

学や海外研修等を行っております。 

 ４の事業実績にありますように、平成30年度はこの基金を活用して222

名が海外留学等を行いました。 

 21ページを御覧ください。 

 国際教育旅行の推進についてでございます。 

 平成29年度においては、県内公私立高校での海外への修学旅行実施率

は、35.5％で全国１位となっております。 

 23ページを御覧ください。 

 中学生等が静岡県の魅力を英語で紹介できるリーフレット「Hello Wor

ld! Welcome to Shizuoka!」を作成しました。 

 このリーフレットは、本日の机上にも配付してございます。 

 ラグビーワールドカップ学習、オリンピック・パラリンピック学習を

推進する学校や国際交流事業の実施予定がある学校に配付し、活用をし

てまいります。 

 24ページを御覧ください。 

 川根高校とゾーホージャパン株式会社の交流については、インド・チ

ェンナイ市にあるゾーホージャパンの本社内企業大学「ゾーホーユニバ

ーシティ」でのＩＴ研修に川根高校の生徒が参加し、プログラミング学

習やプレゼンテーションなどを実施しました。 

 26ページを御覧ください。 

 国際交流活動に意欲があり、帰国後も本県との交流のかけ橋となるこ

とが期待される外国人留学生を「ふじのくに留学生親善大使」に委嘱

し、学校や地域で子供たちとの交流などを行っております。 

 平成30年度までの累計で527人がふじのくに留学生親善大使として委嘱

されております。 

 28ページを御覧ください。 

 県内大学等でのグローバル人材育成への支援では、大学のグローバル

化支援や留学生支援、日本人学生の海外留学支援を行っております。 

 今年度からは、ふじのくに地域・大学コンソーシアムにコーディネー
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ターを配置し、留学生や日本人学生の海外留学支援などを行います。 

 次に、32ページを御覧ください。 

 32、33ページは、「県立高校における魅力ある教育環境の充実」につ

いて、県の取組事例をまとめてございます。 

 34ページを御覧ください。 

 魅力ある学校づくり推進事業では、技芸を磨く実学の奨励、知性を高

める学習の充実、グローバル教育の推進により、県立高校の文武芸三道

の鼎立を図っております。 

 36ページを御覧ください。 

 この魅力ある学校づくり推進事業で実施しているコアスクール事業で

は、平成30年度に39校を指定し、各校で特徴的な取組が行われておりま

す。 

 38ページを御覧ください。 

 「地域学」推進事業では、地域を理解し、地域に貢献する人材を育成

するため、伊豆ジオパークや富士山等、学校周辺地域の特色を生かした

学習活動を推進しております。 

 39ページを御覧ください。 

 学びを拡げるＩＣＴ活用事業では、これからの時代に求められる資

質・能力を有する人材を育成するため、全ての県立学校へＩＣＴ機器を

導入し、ＩＣＴを効果的に活用した授業を実現します。 

 41ページを御覧ください。 

 ふじのくに魅力ある学校づくり推進計画についてでございます。 

 本県は、急激に変化する社会の中で、生徒の実態や地域の実情等を踏

まえた魅力ある学校づくりを推進するために、今後10年間程度を見通し

た「ふじのくに魅力ある学校づくり推進計画」を平成30年３月に策定い

たしました。 

 「魅力あふれる高等学校」を実現するために、例えば専門学科におい

ては、これまでにも当委員会で議論をしてまいりました「文・武・芸」

三道の鼎立を具現化する学科等の設置、グローバル人材の育成のための

学科等の設置、「技芸を磨く実学」の奨励を進める学科等の充実などが

計画の中に盛り込まれております。 

 42、43ページです。 

 北海道が平成28年に調査を行いました都道府県別の高等学校の適正規

模と再編基準について、44、45ページは高等学校の学級規模によるメリ

ット・デメリットについてまとめてございます。 

 47ページを御覧ください。 

 先ほどのふじのくに魅力ある学校づくり推進計画にも位置づけられて

おります新学科等の調査・研究についてでございます。 

 48ページからはスポーツ科について、50ページからは演劇科につい

て、52ページからは観光科について、54ページからは国際バカロレアに

ついて、それぞれ本県や他県の状況についてまとめてございます。 
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 56ページを御覧ください。 

 他県の魅力ある高校の取組例でございます。 

 愛知県の海陽中等教育学校は、トヨタ自動車やＪＲ東海、中部電力な

ど、中部地方の有力企業が中心となり設立された全寮制中高一貫男子校

で、企業と連携した特色ある取組を行っています。 

 57ページを御覧ください。 

 福井県の福井工業大学附属福井高等学校の進学科体育コースでは、各

クラブの専門実技の授業とクラブ活動を継続することで多くの練習時間

を確保し、各競技の専門技術や能力を向上できるカリキュラムとなって

おります。 

 次に、58ページから65ページにかけまして、県教育振興基本計画にお

ける国内外で活躍できる人材の育成に関連する施策とその位置づけにつ

いてまとめてございます。 

 以上で事務局からの説明を終わります。 

 

矢 野 委 員 長：  どうもありがとうございました。 

 それでは、皆様との意見交換を始めたいと思いますが、資料の３ペー

ジに２つの論点というのが書いてありますけれども、これをどこからで

も結構でございますので、皆様のコメントをいただければと思います。

 清宮さん、どうぞ。 

 

清 宮 委 員：  ラグビーワールドカップに関する事項がたくさん載っていますので、

ちょっと私のほうから一言お話させていただこうと思います。 

 教本づくりや、小・中学生の一斉観戦とか、それ以外にもたくさんの

提案をお受けいただき、実行していただいてありがとうございます。 

 少し小耳に挟んだことをちょっと今お話したいと思います。 

 小学生、中学生が３試合に観戦に行くのですけど、帰る時間が遅くな

るのでハーフタイムでみんな帰るという、そういうことを小耳に挟みま

した。 

 恐らく会場は満員になるのですが、何百人、何千人かが見ているとこ

ろで、ハーフタイムにそこがみんないなくなって、あれ、何だという話

になりますよね。 

 なぜ帰るのかいうと、自宅に帰る時間が遅くなるからということのよ

うです。これはまだ定かではないです。１カ月ぐらい前に聞いたうわさ

です。 

 自宅に帰る時間が遅くなるのであれば、そこを担保する親御さんの協

力だったり地域の協力だったり、ボランティアの協力だったりをしなが

ら、世界的なイベントを途中で帰るようなことがないような対策が打て

ないかなということで、情報を御存じの方、ちょっと一言答えをくださ

い。 
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矢 野 委 員 長：  今、私も初耳ですが、事務局のほうでどなたか説明できますか。 

 

事  務  局：  スポーツ担当部長の広岡でございます。 

 先ほどの資料の別冊の13ページ、ラグビーに関して、観戦招待の部分

がございます。 

 今、清宮さんがおっしゃいました部分というのは、今、エコパで４試

合あるうち、日本戦以外の南アフリカ・イタリア、スコットランド・ロ

シア、オーストラリア・ジョージアと、この10月４日、９日、11日、こ

れに子供さんたちを観戦勧奨するということでございまして、今、人数

のほうは表の右側に書いてありますように、トータルで３試合で２万

6,700人くらい、約２万7,000人、保護者の方も入れてのことでございま

す。 

 試合時間が、今、清宮さんがおっしゃいましたように、試合開始時間

は10月４日が18時45分、次が16時15分、最終の試合が19時15分でござい

ますが、大体試合が終わるのに90分から100分かかりまして、この時間か

ら２時間とか２時間半ぐらいに試合が終わって一斉に帰ると。このよう

な予定になっているところでございます。 

 こうした中で、子供さんにしっかり生の国際試合を見ていただいて、

その迫力を感じていただく、これは非常に重要なことだということで、

実践委員会でも昨年皆様の御意見などをいただきながら、観戦勧奨をや

ろうといったところでございます。 

 具体的にどのような感じでやるのかというのは、今いろいろ各学校に

調査いたしまして、学校で協力いただきまして、今計画を練っていると

ころでございます。中でも特に心配されたのが、この４試合目の19時15

分から始まって終わる時間が遅くなる、帰る時間が10時とかになってし

まう、そういったことに対してちょっと保護者の皆様から、学校現場の

ほうからもちょっと心配の声が上がったのは事実でございます。今、具

体的にどのような形で、今、清宮さんがおっしゃったようなことで最終

的に最後まで見られるでありますとか、あるいは試合のどこで帰るよう

にするか。その辺は安全対策なども含めながら、今一生懸命現場の学校

と協力しながらやっているところでございまして、ただ、県内いろんな

ところから子供さんが来ます。伊豆のほうからも来ますし、あるいは近

くの磐田、掛川等、近くの学校さんもいらっしゃります。したがって、

そういうなるべく近い学校さんにはこういったこともあるので、なるだ

け全部を見ていただけるようにならないかなと。ただ、遠いところから

来る子供さんについては、多少、試合の途中で、全部ではないにしても

あり得るのかなというような感じに今考えております。 

 さらに、これは言い訳にはなりますけれども、そのスタジアムが試合

をやって１つのエリアがごそっとその結果抜けてしまうという、これも

非常に見苦しいと思っておりますので、そこは最初の席の配置をやり方
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の中でうまく席を配置する中で、多少遠くの学校さんは早目に帰るよう

な形をとったといたしましても、そういった見栄えが悪くならないよう

な形も今考えながら、まだ決定した事項ではございませんので、今調整

しているというところでございます。以上でございます。 

 

矢 野 委 員 長：  どうですか。 

 

清 宮 委 員：  僕が以前聞いたことから変わっていないということですよね。 

 僕はみんなが試合を最後まで観戦して帰れるような努力をしましょう

ということを言いたいのですよ。 

 遅くなるから、危ないから、リスクがあるからというのはもちろん分

かりますが、それをやるのが静岡だということでどうですか。 

 僕が中学生で学校行事で行って、学校が帰るぞと言っても、僕は帰ら

ないですよ。もう中学生ですから、何を言っているんだ、電車に乗った

ら、俺、帰れる。そういう子たちがもちろんいても不思議じゃないで

す。せっかくこういうことをやるのに、何の努力もなく、もし、本当に

家に帰るのが11時、12時になるような子がいれば、その子だけでもちょ

っと特別に帰すとか、席をうまく配分するような努力するなら、もっと

違う努力をしましょうよ。 

 

事  務  局：  もう一度よろしいでしょうか。 

 清宮委員の御意見も分かりましたので、まだ具体的に個別の学校と調

整をしているという段階ではなく、今、とりあえず学校さんのほうでの

案を何とか聞いている状況でございますので、いろいろな手法が確か

に、今おっしゃられましたようにあるかと思いますので、保護者の方、

あるいは学校の方の協力も当然いただかなければいけないところでござ

いますので、そういうところもざっくばらんに話しながら考えていきた

いと思っております。 

 

矢 野 委 員 長：  試合の開始時間は変更できないですか。 

 

清 宮 委 員：  世界イベントですから、絶対にできません。 

 

矢 野 委 員 長：  決定しているわけですか。 

 

清 宮 委 員：  はい。世界的にもう発表されていることです。 

 

矢 野 委 員 長：  一度発表されているわけですね。 

 

清 宮 委 員：  はい。 
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山 本 委 員：  テレビ放映の関係で動かせないというのがあると思います。オースト

ラリアの人が見やすいとか、ジョージアの人が見やすいとかということ

もあると思います。 

 

矢 野 委 員 長：  そういうことはあるでしょうね。 

 加藤さん、どうぞ。 

 

加 藤 委 員：  私は、スポーツはちょっと門外漢ですけれども、やはりスポーツのす

ごいおもしろさというのは、最後のどんでん返しだったり、本当に最後

のところで逆転があったりだとか、そういうところでどうやって選手の

人たちが巻き返しを図るかというのが、私はそれを見ることが教育だと

思います。 

 ですから、ぜひそれは最後まで見ることを、私は前提にすべきだと思

います。例えば最後の試合の観戦者をこのスタジアムの近くの学校で配

分するとか、いろいろやり方は幾らでもあると思います。何かできない

論理を言い始めると、世の中何でもできなくなってしまいます。ですか

ら、これもできる、あれもできると、やはりできる論理を大人が子供に

教えてやるということだと思います。 

 私は、今、高校生のサマースクールをやっていますが、ちょっと私が

気になるのは、最近高校生が、これやっていいですかとか、できますか

と、大人側に委ねてきます。 

 やりたいのと聞きます。すると、やりたいと言います。では、やりた

いのなら、やれる方法をとか、私を説得しなさいよと、こう言うのです

が、まさにこの件もそれと同じことなのではないかと思いますので、私

はぜひ最後までやってほしいなと思います。 

 

清 宮 委 員：  恐らくこの話を聞いたら、みんなが、いやそれはやりましょうよと言

うと思うのですが、一応窓口になられている方々ももちろん全員見て帰

ったほうがいいと思っていらっしゃるのだけど、そこを次の行動になか

なか進めないのが、今現実だと思います。 

 僕のこの提案というのは、その次にいけるような後押しをすること。

それは保護者、教育委員会なのか誰がそこの問題をおっしゃっているの

か分かりませんけど、ちょっとそういうふうに思います。 

 

加 藤 委 員：  親も一緒に行くのですか。 

 

清 宮 委 員：  行かないですね。 

 

矢 野 委 員 長：  子供だけですか。 
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事  務  局：  今の学校によると、小学生もいるので、親も１人に１人ついていくと

いうのではなくて、何人かに対して親御さんも何人かついていくという

感じで今考えています。 

 

杉  委  員：  私、加藤さんと全く同じ考えですが、広岡さんの立場でどうすれば清

宮さんがそうかと言う答えを出せるかということを考えてほしい。 

 例えば、帰れないなら帰らなければいいと思います。その日は泊ま

る。例えばどこかの体育館に、被災するとみんな体育館に寝るわけです

から、あらゆる方法があると思います。お金はかかるかも知れません

が、そこで今日のゲームのどれがすごかったとか、どのプレーがどうだ

ったとかやること、それも教育だと思います。 

 何としても清宮さんの疑念を晴らす方策を考えていただきたい。 

 

矢 野 委 員 長： それでは、豊田さん、どうぞ。 

 

豊 田 委 員：  私も子供がいるので一保護者という考えでいくと、そもそもこの招待

されて見に行かれる方が、どういう観点でこれを見に行くと決めて手を

挙げているのかというところです。 

私も子供がいるので、うちの子はサッカーが好きだったのですが、サ

ッカーの話になりますが、行きたいと言ったらついていきます。それが

遅い時間になったら近くに宿を探しますし、もちろん最後まで見たいと

いう興味がまずあるので、そこが重要ではないでしょうか。 

そもそも、この招待するというのはいいと思いますが、どういう理由

でそこに参加したいと言っているのかというところだと思います。興味

があるから皆さん手を挙げて参加されると思います。遅い時間のところ

のゲームは金曜日で、次の日、学校はないと思いますので、別に帰るの

が遅くなっても、どのような形でも策はとれるとは思いますので、募集

する際に、これから募集されるのか、もう募集してしまっているのか分

かりませんが、募集する際にその辺のデメリット面も伝えて、それが完

全に保護者に理解してもらえるということを前提でここに招待するとい

うことを決めていかないといけないと思います。 

いや、聞いていませんでした、そんなに遅くなるなら、うちの子は帰

してくださいとか、そんな勝手なことを皆さん言い出すと思いますの

で、ここになぜ手を挙げて行きたいと言っているのかというところがず

れてくると、県としては、いや、見てもらいたいから、ではどこどこ高

校さん来てくださいとか、どこどこ小学校さん来てくださいではなく

て、本当に来たい人たち、本当に来たい、見せたい親、見せたい子供た

ちが集まらないと何の意味もないと思いますので、泊まることに関して

は、このとき、多分この周辺はかなり全国からとか世界各国からお客さ

んが来られると思うので、泊まる場所というのもあると思いますけれど
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も。 

 参加される人がどのような意識で来られるのかというところで、こち

らもどのような形で招待するのかというところをきちんと整理されたほ

うがいいのかと思います。 

 

矢 野 委 員 長：  塙先生、いかがでしょう。 

 

塙  委  員：  やはりマナーの問題もあると思います。 

 何事もそうですが、できるできないというとすぐにできない方向へ持

っていってしまうというのが一般的な風潮ではないかと思います。 

 もう一つ感じたのは、スポーツをやっている子供たちは非常に多いで

す。では、親御さんたちはそれらスポーツに対してどうなのかと、非常

に熱心です。県外でも、どこでも引率は１人、２人しかいないです。私

も会長をやっていたことがありますから、何も言わないですよね。裏を

返せばどういうことかといえば、特化してしまっているのです。スポー

ツ一般に対する理解というのは欠けています。 

 スポーツ全般に対する認識をきっちりさせる必要があると思います。

特に県内ではラグビーというのは、高校レベルでは強豪チームが特にな

いですよね。関心が低いというのも事実あると思いますが、ただやはり

机上の並びの中でも理解する。理解できれば観戦してもおもしろいとい

うこともあると思いますが、食わず嫌いの部分というのは結構あると思

います。 

 例えば、私のところのサッカー部は、20年ぐらい前に体育の授業でも

のすごいことがありました。野球をやったんです。すると、ボールはキ

ャッチできない、バットの振り方が何だこれはという状態です。結局、

一つのスポーツにのめり込んでいればそれでいいだろうと、芸術は芸術

でそれでいいだろうと、こういう流れというのは嫌なのです。やはり、

上に立つ者が強硬に引っ張らないと実際動かないです。文武芸の鼎立と

言いますが、私は強引なので、文化部には運動部の行事、大会、全て参

加させます。逆もやります。全て１つにして動かします。なかな難しい

ですが、それが必要ではないかと思います。 

 それにしてもやりようだと思います。何かというとできませんという

のが一般的な風潮ですが、どうしたらできるのかしっかり考えたほうが

いいかなと思います。 

 

矢 野 委 員 長：  サッカーのワールドカップのときはこういう問題は起こらなかったで

すか。全国でやりましたよね。 

山本さん、いかがですか。 

 

山 本 委 員：  はい。 

 １つ、まず宿舎の問題は５万人も来るので、周りの宿舎は空いていな
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いです。基本的に海外から来る人が泊まっているわけで、それも値段も

高騰しているので、１人の子を泊めようと思ったらかなりの金額にな

る。体育館等に泊まるなら話は別ですが、というのが１つと、あと本当

に見たいと思っている子が来るケースと、嫌々連れてこられるという子

がいる。そもそも、そこが招待する段階で、その学校の人全部を呼ぶの

か、来たい人だけが来るのかということをまず教えてもらいたいです。

 

事  務  局：  学校に希望をとりまして、一応学校の授業という形の中で対応したい

と考えております。クラス単位でいらっしゃる学校もありますし、それ

から例えばクラブみたいな形でいらっしゃる学校もありますし、それぞ

れの学校に応じて対応しているということです。したがって、個別に数

人だけということはないと思います。 

 

山 本 委 員：  来たい人は、最後まで絶対見たいですけどね。一番ラグビーのおもし

ろい、前回の南アフリカ戦でしたか、最後の数秒で世界が驚くようなプ

レーが、あそこが一番魅力というのがあるので、そこは大事なことで、

来たい人は最後まで見たい。でも、連れてこられた人で、余り興味がな

いと帰りたいと思うような人もいるわけで、そこのところを少し整理す

る必要があるのかなと思います。 

 ただ、試合を見ることだけではなくて、この経験というのは、テレビ

で見ていたら自分一人の感情しかないですが、帰りにみんなであれがす

ごかった、これがすごかったというところが思い出として、記憶として

体感して残っていくということで、実際に行くというのは、一生に一度

とこれに書いてありましたけど、一生に一度の経験で、僕らも東京オリ

ンピック、前回の東京オリンピックですね、それがあって今こういう状

況でサッカーで世界のトップに行きたいと思った。そういう子たちがた

くさん増えるという意味では、絶対に本物を見せるというのはすばらし

いことだと思うので、そこまで興味を上げて、みんなが行きたいから行

って、それを最後までどう見せるかということを、キックオフの時間の

話もありましたけど、どうやったら帰れるかとか、それを保護者に了解

してもらってやるというのが一番いいと思います。 

 基本的に、2002年ワールドカップサッカーの場合は招待がなくて全部

販売でした。行きたい人が購入して行くことが基本だと思います。 

 

矢 野 委 員 長：  竹原さん、お願いいたします。 

 

竹 原 委 員：  私は２つの点で考えました。 

 まず、学校教育の中だけで閉じ込めるとかなり難しいこともあると思

うので、地域総がかりで教育をするという視点で考えれば、地域コーデ

ィネーターなど地域のボランティアが引率もする等も検討し、学校と協

働してそれぞれができることをしたらと思います。この３つの試合、ど
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れも中学校の完全下校時刻を過ぎて終わるということで、小・中学生に

とっては学校のカリキュラムの外で考える部分というのも必要だと思い

ます。 

 何より子供にとって一生忘れられない思い出をつくるというのは、や

はり教育の使命だと思います。私たちも東京オリンピックをリアルに見

た世代ですけれども、せっかくこのハンドブックがありますので、事前

に学習して観戦する、そしてそれをどう位置づけるか、スポーツとして

深く見るのか、国際的なイベントとして捉え、もっと広い意味での学び

にするかというのは学校それぞれでカリキュラムの中にどう位置づける

かだと思います。ぜひこのチャンスを生かして、初めはなぜ行くのかわ

からない子もそこで目が開けるでしょうし、人生を振り返った時、観戦

したこと、その場にいたということが記憶に残り、他では得られない豊

かな経験になると思いますので、プラスで考えられたらと思います。 

 帰りの時間が遅くなる場合は、その一つの解決策として、保護者のサ

インをもらっておけばいいと思います。学校だけでなく保護者も引率す

るのか、他の人に頼むのか、移動行程や帰着予定時間等を確認し、必ず

ここに迎えに来てくださいというような細かい約束事をすれば、多分ど

の保護者もサインをされるだろうと思います。学校教育と地域の教育力

が両方合わせれば実現できるのではないかと思います。 

 

矢 野 委 員 長：  ほかにありますか。 

 はい、藤田さん、どうぞ。 

 

藤 田 委 員：  私も先ほど山本監督がおっしゃったことと本当に一緒ですが、その中

でとても大事にしなくてはならないことというのが、これはそもそも何

のためにこのラグビーを見せるのかということがぶれていると、本当に

やる手法というものが変わってきてしまうと思います。 

 今、考えたのですが、では本物を見せること、スポーツなのか、ラグ

ビーなのか、このどれを一番に大切にするかというもののプライオリテ

ィーによって、多分とる手法というものが変わってくると思います。 

 例えば、スポーツということで、スポーツの本物ということを見せた

いから子供たちを招待するとなると、これは最後まで絶対いなければな

らない。ただ単にまず本物に触れようということであれば、たくさんの

人にちょっとでも触れさせるということとか、ラグビーということであ

れば、見る、見ながら帰りながらも、帰りのバスの中で最後を見て、最

後までのラグビーというものを経験させるとか、ちょっとそれぞれ目的

によって手法が変わってくると思うのですが、そこがぶれると何でもか

んでも、先ほど言ったように興味がない子まで最後までいさせられて

は、女の子とかでもしかしたら今日習い事があるのにこのラグビーに行

かなくてはならないと思われても困りますし、せっかくやるのなら、こ

れは本物の最後のところを見ることが大事だということを教えて、最後
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までやり切ることが大事だということを教えるために最後まで見ようと

いうことを教えることが一番大事なのかと私は思いました。 

 したがって、そこを整理した上でとる手法を決められたほうがよろし

いのかと思いました。 

 

矢 野 委 員 長： プロ野球の試合を見ても、やはり最後９回の裏まで見ないと見たこと

になりません。基本はそういうものだと思います。 

 しかし、いろいろ個別の事情があるから、それについては配慮する

と、体の弱い子もいるし、明日用事があるから早く帰りたいという子も

いるだろうから、こういう配慮がなされれば良いのではないでしょう

か。 

 しかし、せっかくのこれだけの世界一のスポーツを見るのだから、最

後まで見るということが原則ではないかと思います。そうのような前提

でそれぞれの学校や父兄と相談されたらどうでしょうか。 

 やはり子供たちにとっても一生に一度の機会ですから、そういうつも

りで大汗をかいていただいたらいいのではないでしょうか。 

 ぜひ努力してください。お願いいたします。 

 

清 宮 委 員：  こうやって話題にならなかったら、そのまま多分すうっと流れていた

と思います。話題にしなかったらそのままみんなハーフタイムに帰って

いました。 

 

矢 野 委 員 長：  ハーフタイムで帰るという話になっていたのですか。 

 

清 宮 委 員：  １カ月前はそういう情報でした。 

 

矢 野 委 員 長：  そういうことでしたか。 

 

事  務  局：  決定事項ではなく、そのようなお考えを持っている方も関係者にいら

っしゃったというのはありますが、まだ全くの決定事項ではなくて、そ

のようなお話し合いというのがお耳に入ったのかなと思います。 

 これから今御意見いただいたように、しっかり一生に一度の体験を、

ラグビーの精神を、子供たちに授業と、子供に実際に見ていただくとい

うような形が非常に大事ということでありますので、安全・安心とあわ

せて両立すべきような手法をしっかり考えていきたいと思います。 

 関係者と調整して、しっかりやっていきます。 

 

矢 野 委 員 長：  ぜひよろしくお願いします。メッセージをよく伝えていただければ、

解決の道が出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかのテーマについて、皆さん御発言をお願いします。 
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藪 田 委 員：  資料の２ページについてお聞きしたいのですが、国際イベントの県内

開催状況ということで、今年の３月に、御前崎でウインドサーフィンの

世界ツアーが今年何十年かぶりに開催されまして、それが非常に好評

で、これから毎年行うことになると思うのですが、この２ページの資料

の国際イベントというのは、どういう基準で設けられた資料なのでしょ

うか。 

 

矢 野 委 員 長：  事務局のほうでお願いできますか。 

 

事  務  局：  基準といいますか、これから予定されているものを網羅していただい

たと思うのですが、主にはやはりオリンピックであるとか、ラグビー関

係を中心に取りまとめさせていただきました。 

 

藪 田 委 員： 御前崎でも、毎年そういうことで開催されるようですので、注目して

いただければと思います。 

 その中で、ラグビー、今回本当に小・中学生が生の観戦ができるとい

うことで、非常に恵まれていると思うのですけれども、スポーツ関係で

各開催地ありますが、ラグビーのように、いろいろな各地域の子供たち

を対象に、世界のトッププロの生の技術をぜひ肌で体験していただい

て、子供たちというのは、おもしろそうという興味を持ったところから

多分入って、それが好きになって、やってみたらおもしろくて、得意に

なってという形でいろいろなことに興味を持っていくと思いますので、

各地域のイベントというのも大切に県では後押ししていただきたいと思

います。以上です。 

 

矢 野 委 員 長：  ほかにはいかがでしょうか。 

 豊田さん、どうぞ。 

 

豊 田 委 員：  今回の国内外で活躍できる人材育成というところなのですが、私個人

的には「ちゃの生」で、農業でやっているのですが、農福連携といっ

て、農業と福祉の連携の事業もやっておりまして、福祉のほうでのちょ

っと現場の話をさせてもらえたらと思うのですが、最近、福祉施設に入

所される利用者様、障害を持った方々で特別支援学校を卒業して、うち

のような就労系の事業所に入ってくるのですけれども、ブラジル人など

日系の方、またはお仕事の関係で日本に御両親が住まわれていて、日本

で育って、何らかの障害を持たれて、特別支援学校に行って、卒業して

うちのような施設を利用する方というのも周りで増えてきましたし、う

ちにも今年の４月からそういった子が通うようになりました。 

一般の普通の高校、小・中・高、それはこういったテーマで考えられ

ていけたらと思うのですが、特別支援学校でも、こういったテーマに沿
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った何かカリキュラムなどで、体制みたいなのがとれると、その子が卒

業した後に、こういった日本の中で生活していくに当たっても、また国

に帰るとなったときにも、福祉の面でも非常にいいのかなと思いますの

で、そこも踏まえてこういった議論を、取組などを考えていただきたい

という提案ですが、お願いしたいと思います。 

 授業のカリキュラムの中で、特別支援学校もその子が日本の中で暮ら

しやすいように、親御さんも含めてですが、何か対策みたいなものを考

えてほしいという、卒業した後に、一般社会に出ていったときに非常に

いろいろな面で苦労されていますので、教育の中でも少しそういったこ

とを取り入れてほしいという意見です。 

 

矢 野 委 員 長：  ただいまの御発言に対して、事務局のほうとして何かコメントありま

すか。 

 

事  務  局：  特別支援教育課です。 

 今いただいた御意見についてですが、今現在、外国の方を対象にした

特別なプログラムというようなことについては取り組んでいる状況では

ありませんが、外国の障害を持たれた方の在籍者が増えているというこ

とも事実でありますので、またそのあたりについては今後検討していき

たいと考えます。 

 

矢 野 委 員 長：  パラリンピックの選手が合宿する町が静岡の中で何カ所もあります

ね。そういうものはとてもいい教育の機会なのではないでしょうか。い

ろいろな活用の仕方をぜひ検討していただければと思います。 

 

池上副委員長：  池上です。 

 今の御発言は、それまで30分、国際イベントの話を私たちはしていた

ので、少し皆さんの頭がそちらに寄っているのかなという気がします。

 豊田さんのおっしゃったのは、特別支援学級にも今外国につながる子

供たちが増えていて、特別支援学級のプログラムは、いわゆる「純ジャ

パ」と業界では言いますけれども、親御さんも日本人で、御本人も日本

国籍を持って日本語で生きている人たち、子供たちのみを対象としたカ

リキュラムだから、一たびそこに入ってしまうと、日本語のサポートで

あるとか、あるいは日本の社会で生きていくための様々な知識を習得す

る機会が全く抜け落ちてしまう。その部分を、何とか特別支援学級の教

科、カリキュラムの中で補っていくことはできないか、こういう指摘だ

ったと私は理解しています。それでよろしいですよね。 

 

豊 田 委 員：  そうです。 

 

池上副委員長：  今、静岡県でもブラジル、フィリピン、あるいは中国といった子供た
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ちが増えています。中には、知事もたびたび言及してくださるように、

私たちの大学のような国公立大学を出て、グローバル企業で総合職とし

て活躍する人材も出始めているし、昨年度は、名古屋ですが、日系ブラ

ジル人の弁護士も登場しています。 

 一方で、特別支援学級等で、人口比に比して外国につながる子供たち

が多いということは、これも実はよく知られた事実です。メディアなど

でもかなり注目をしているところです。文科省などは、外国につながる

子供の支援について小・中学校ではかなり体系的なプログラムを導入し

ています。また、今年４月から新しい入国管理法になりまして、国でも

かなり多額の予算をつけて対応を進めています。 

 したがって、そういった大きな文脈の中で、今これから様々な予算が

国からも入ってくる中で、特別支援学級の中でも日本語のサポートや、

あるいは日本で暮らすための様々な知識、法律・制度の知識などを子供

たち、親御さんにも学ぶ機会をぜひ設けていただければと、私も全く同

感に思います。 

 豊田さんの話を私なりに整理して発言しただけですが、こういう論点

もぜひ考えていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

矢 野 委 員 長：  どうもありがとうございました。 

 では、私のほうから、一つ発言させていただきます。 

 論点２で、県立高校の教育環境の充実というものがあり、学校の再編

の問題が指摘されています。資料の中で、41ページ以降にそれが書かれ

ており４カ所の改編構想が示されていて、その基準になる考え方などが

そこにあります。冒頭も申し上げましたとおり、やはり県を挙げて教育

改革を進めようということでありますから、県民、市民あるいは町民の

皆様がどう考えているかということが、非常に重要なことだと思いま

す。 

 その点について、どういうお話し合いが進んでいるのかについて、少

し事務局からお話をいただきたいと思います。 

 

事  務  局：  高等教育課長の赤堀です。よろしくお願いします。 

 今現在、新しい魅力ある学校づくり、新構想高等学校の計画というこ

とで、田方地区と沼駿地区、志榛地区、小笠地区、４地区で今後10年間

の中で新しい学校をつくっていこうということで進めております。 

 そのような中で、今、伊東高校と城ヶ崎分校、伊東商業については、

昨年度から検討会を立ち上げておりまして、学校の同窓会や後援会の

方々等と議論を今進めているところです。また、市の教育委員会等とも

いろいろな情報交換をしているところですが、今後関係者と引き続き議

論をしていきながら、地域の方々、地域の要望を踏まえながら、今検討

を進めているところです。 
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矢 野 委 員 長：  それは地元の意見では、賛否両論があるということですか。 

 

事  務  局：  そうですね、我々のほうとしても、県の教育委員会の考え方を一応御

説明させていただいたところで、それに対する意見をいろいろいただい

ているところですが、やはり高校の関係者、あるいは地域の特別支援の

関係者、様々な意見をお持ちだということは理解しておりますので、そ

ういうものを今後まとめながらいろいろ検討していきたいと思います。

 

矢 野 委 員 長：  ぜひ地元の意見を大事にして、話を進めていってほしいと思います。

 いろいろな選択肢があっていいと、このような柔軟な発想が前提にな

いと、話は進まないと思います。実践委員会としても、実際に現場を見

ていないと意見も言えないので、私としては、実際に現場を一度皆様御

都合のつく人たちと一緒に視察をしたいと思います。これは事務局に日

程をつくってもらいますが、日程でいうと、一番早いのは伊東です。掛

川の横須賀と、御前崎の池新田のことについては、一度掛川のほうに見

に行ったことがあります。今度はそれだけではなく、とりあえず伊東の

ケースを、直接皆様実践委員会の目として、目で直に見てほしいと思い

ます。 

 教育の現場というのは、見ないと分からないと思います。抽象的に頭

で考えても、紙に書かれた資料が出てくると、ああそうですかと、つい

思いがちになるのですが、もう少し現場で何が行われているのかと、ど

ういう教育が行われているのかと、それが将来のためにどうあるべきか

ということを考えるには現場を見る必要があると思いますので、これは

事務局にアレンジしてもらいますから、皆様お忙しい方ばかりですけ

ど、御都合をつけていただければ一緒に現場を見たいと、このように思

います。 

 実際見た意見を総合教育会議で発言すると、こういうことだと思いま

す。万機公論に決さなくてはいけないので、それはそのような形で議論

を広げていきたいと思います。これが事実、地域自立のための実践委員

会の重大な役割ではないかと私は思っておりますので、よろしくお願い

します。 

 

杉  委  員：  今の矢野委員長のお話ですが、池新田高校、それから横須賀高校を見

に行きました。その前に加藤学園も行きました。なぜか参加した委員は

私１人であります。私はそれに日程を合わせて行くのですが、皆さんお

忙しいので、都合がつかないと行けないとなると思うのですが、先ほど

の加藤さんではないですが、それを少し優先していただけるとありがた

い。やはり現場を見るというのは、紙で見るのと全く違いますので、皆

さんお忙しいのは百も承知ですけれども、もう数人、見に行ってくれる

方が増えるといいと思いますので、よろしくお願いします。 
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矢 野 委 員 長：  ありがとうございます。 

 

山 本 委 員：  48ページのスポーツ科について、富士市立高校と静岡西高校と新居高

校をこのような形でやるということですけど、スポーツ探究科というの

はどのようなことをやるのでしょうか。 

 

事  務  局： 多角的に色々な授業を科目として学ぶという状況でございます。 

 

山 本 委 員：  分かりました。 

 次のページに、都立駒場高校や市立船橋高校が書いてありますが、例

えば都立駒場はサッカーが強いですね。名門で都立の代表になるのです

けど、都立でサッカーの代表になれます。私学が強いので、かなり厳し

い。都立で高校選手権に出られるような学校で、施設は充実していま

す。サッカー場も人工芝でしっかりと持っていますし、市立船橋は言う

に及ばず、全国のトップレベルということで、いい施設といいコーチが

いなければ、なかなかこれは難しいということで、富士市立は人工芝が

あるんですね。 

 市船の監督はＪリーグで監督ができるＳ級ライセンスを持っていま

す。そういうことを、形だけではなくて、実際に協力しながらやるとい

うことではないかと思います。 

 あとは中学生を育成することが大切だと思います。 

 久保建英という選手がいますが、今17歳でＦＣ東京でプロで出ていま

す。彼はもう16歳でプロデビューしていて、大体一流、日本代表になる

子は、十六、七歳でプロデビューします。高校の間にプロデビューして

しまいます。そういう子は、大体日本代表に行くわけで、今、世界がそ

うです。どんどん低年齢化しています。 

 12歳の子が16歳でプロデビューするということは、４年間しかありま

せん。12歳でいいと言われている子が、十六、七歳でプロデビューした

ら、あっという間に日本代表から世界に行くので、僕らみたいな年齢に

なってから一生懸命頑張っても、これは難しいわけですから、そこをど

のようにみんなで協力して、刺激を与え続けられるかによって、世界で

羽ばたけるような選手がたくさん、選手というか、選手に限らず、いろ

んな一芸に秀でた人がたくさん育つのではないかと思います。 

 中高を一貫して育てる６年間をどう充実させるかがポイントです。サ

ッカー界ではトレセンシステムで行っています。 

 

矢 野 委 員 長：  サッカーの世界での英才教育ですね。才能のある、やる気のある子を

見つけて、どんどん伸ばしていくという英才教育が徹底的に行われてい

るということですね。 
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山 本 委 員：  そうですね。あとは指導者も競争が激しいです。だから、教員の免許

取りました、はい、のんびり30年間やっていますという世界は競争の舞

台に立てないというか、圧倒的に難しいですね。 

 毎日のように進化、成長していく世界です。この半世紀で、50年間で

ワールドカップを連覇した国はありません。連覇すらできない、こんな

に強い選手がいても連覇できないぐらい、あっという間に４年間で何も

かもが変わってくるようなスピード感があるので、指導者がそれ以上に

勉強するということは当たり前の世界だと思います。 

 中学校の学校の先生方がすごく大変なのはよく理解していますし、高

校も同じだとは思いますが、先生方がレベルアップできるリフレッシュ

研修のようなシステムが必要だと思います。サッカーの指導者ライセン

ス保持者は、リフレッシュ研修が義務化されています。 

 

矢 野 委 員 長：  しかし、スポーツの世界だけに限らないですね。将棋で藤井七段とい

う少年のことがよく話題になっていますが、私も少しかじっております

囲碁の世界では、10歳の女の子が４月にプロデビューしたと。もう信じ

られない、本当に信じられないです。それぐらいのすばらしいできごと

ですね。どうしてあんなに上手になれるのだろうと思う。こんなにいつ

までたってもうまくならない者から見ると、不思議な世界ですね。多分

芸術、音楽とか、絵とか、みんなそういうものではないでしょうか。ど

うしたらそういうすぐれた才能を見つけて、早いうちに教育するか。そ

ういう機会をつくる、そういう指導者を養うということが大事ではない

かなと思います。 

 碁の仲邑さんというお嬢さんは、女の子です。両親もプロの碁の棋士

ですが、そういう家庭環境に育ったにしても、小学生ですから、学校に

まだ行きながらです。そして、そういう世界でプロですからちゃんと収

入が得られる、対局すれば対局料が出ます。勝てば幾らもらえる、負け

ても幾らという。そういう世界があって、そこでぐんぐん伸びていく。

そうすると、その人たちが世界で戦う場というのがあるのですよ。世界

女流選手権とか、この女の子だったら、男の子と混じっても将来タイト

ル取れるかもしれないですね。本当に才能というものは、底知れないな

と思います。そういう才能を見つけて、どうやってそれを引き出してい

くかということをもっと考えてもいいのかなという気がします。 

 

加 藤 委 員：  私は、この肩書ではない、もう一つのＡＦＳという高校生の交換留学

の理事長をしております。日ごろ静岡県の学校にも、ホストファミリ

ー、ホストスクールということでお世話になっていますが、一つ提案さ

せていただきたいのが、県立高校、これはどこの県もやっていないので

すが、全学校に１人ずつ、高校に留学生をホストしていただけないかな

と。 
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 これは、別にＡＦＳに限らずに、ロータリーなど、いろいろな団体が

あります。例えばＡＦＳでいうと、通常のプログラムだと、60カ国から

日本に１年間、10カ月間ですけれども、日本に来ます。それとともに、

去年から200人、５年間で1,000人という日本政府のアジア架け橋といっ

て、アジア各国、20カ国から留学生を日本に１年間招待する、これも10

カ月ですけれども、やることになって今実施しています。前の回のとき

に少し申し上げたのですが、例えばパキスタンなどは、１人の枠に2,000

人の応募がありました。今年は、マレーシアは大体20人弱ですが、これ

に今日現在でも850人ほどの応募者が来ています。 

 本当にみんな優秀で、日本で何か学びたいというすごいきらきら星の

人たちばかりですが、確かに日本から向こうに留学するというのも今減

っているのですね。やはり危ない、親御さんが、テロとか、いろいろな

ことがあるから危ないというのもあるのですが、自分が行きたいとなる

までにはそこそこ時間がかかるのですが、受け入れるとなると、向こう

から来てしまうわけですから、そこで学校の中ですごく化学変化が起き

ます。ですから、１人でも受け入れていただけると、そこから、その子

たちというのは、例えばマレーシアの子なら、マレー語がしゃべれて、

英語がしゃべれて、そして日本語もしゃべれると、努力しているとい

う、これを高校生たちが体験することによって、日本人の、「いや、俺

たちはちょっとまだ日本語しかできないな」のような、だから勉強しよ

うという気になるのですね。 

 ですから、県立高校も普通科のみならず、工業だとか、農業高校と

か、やはりうちのリーダー塾に来ている子もそうです。アジアの子が来

ると、農業高校の子も、この子たちはこんなに勉強しているのだから、

僕たちもやはり英語を勉強することによって、農業もこれから国際化し

ていかなくてはいけないから、いろいろなことで英語を勉強しないとい

けないなといって、農業高校の子が、戻ってから英会話の学校に通った

り、英語をすごく勉強したりというインセンティブも働きます。 

この受け入れていただく一番のネックは、私はずっと体験していて思

うのですが、ホストファミリーが見つからないということです。 

 今、１年間１家庭でお預かりしていただくというのが一応基本です。

でも、３カ月ごとに４家庭だとか、２カ月で何家庭とか、そういうバリ

エーションもいっぱい出てきていますので、２カ月でも３カ月でも、家

に外国人の方を預かっていただくと、その家庭も、近所の人も国際化さ

れていきます。そのときに、何かトイレを改造しないといけないのでは

ないかとか、ベッドを買わないといけないのではないかという問い合わ

せも結構あるのですが、そのようなことはなくて、日本の生活を体験し

たくて来るわけですから、もう本当に狭い場所に布団と、それから風呂

でもトイレでも、みんなと一緒に体験することが大事ですね。 

 逆に、例えば日本からホンジュラスに行った子にこの前会いました

が、何十時間もかかってそこの場所に行ってみたら、ホストマザーにつ
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いて、日本人の男の子だったのですが、「シャワー浴びたいんだけど、

シャワーどこ？」と言ったら、「目の前の川だから」と言われて、それ

で１年間、目の前の川で水浴びしていたという、すごく打たれ強いとい

うか、生き抜く力を得て帰ってきます。 

 それと同じことが、日本の例えば農家に預かっていただくことによっ

て、いろいろな体験ができると思います。また、アジアとか、発展途上

国から来る子は、農業だとか、工業だとか、商業高校などで学びたいと

いう子はすごく多いので、何かグローバル人材というと、ついつい国際

学科のあるところとか思われがちですが、こういうスーパーサイエンス

をやっている、特にＩＴだとか、そういうことにもみんな興味を持って

いるし、余り固定概念ではなくて、様々なところで、ぜひ静岡全ての高

校に留学生がいるというのは、すごく私は売りになるのではないかな

と。これは、本当にほとんどお金がかからずに、それは御家庭の方に負

担してもらったりすることも多いかもしれませんが、本当に身近ででき

る国際化だと思いますので、ぜひこれを一つ実現していただけたら、私

はうれしいなと思います。 

 

矢 野 委 員 長：  大変前向きな御意見ありがとうございました。 

 

池上副委員長：  池上です。 

 今の加藤さんの御発言を敷衍する形で一つ申し上げたいと思います。

 国内外で活躍できる人材の育成に関するということで、どうしても日

本に留学生を迎え入れる、日本の子供を、あるいは先生方を海外にとい

う２つに論点を集約しがちですが、今、加藤さんがおっしゃったよう

に、日本にいて海外の人たちと接することができるという、そこもぜひ

やはり充実するのが大事なことだと思います。 

 観光の部分、例えば別冊資料の52ページに、観光科についてという資

料がございます。これも、観光を考えてみれば、今インバウンドがこれ

だけ増えているので、どんなところに行っても外国の方がいらっしゃ

る、そういうインバウンドに対応できるような人材をぜひ育てたい。そ

れは、単に言葉ができるというだけではなく、異文化に対する理解であ

るとか、日本の魅力の発信であるとか、それを日々の中でやるには、

今、加藤さんがおっしゃったような、学校の中に留学生がいるというの

は非常に重要な刺激になるだろうと、私も同感であります。 

 観光の、ここでいうと、熱海の普通科（観光ビジネスコース）です

が、こういったところに留学生がいれば、非常にグローバルな視点が持

てるだろうと感じます。 

 ここから一つ質問ですが、高等教育課に対する質問になりますでしょ

うか。 

 例えば、熱海の普通科（観光ビジネスコース）の卒業生というのが、

どういうところに進路を選んでいるか、就職しているのか、あるいはさ
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らに観光の分野で大学に行っているのかということは、お分かりでした

ら聞いてみたいという気がします。 

 

矢 野 委 員 長：  分かりますか。 

 

事  務  局：  高等教育課長です。申しわけありませんが、その細かいところは手元

に資料を持っておりません。当然ながら、熱海高校の生徒がどのような

進路先を得たかということは、資料としては持っておりますので、また

別の機会に報告させていただければと思います。 

 

池上副委員長：  今その質問をしたのは背景がありまして、今年度から県立大学経営情

報学部と、私ども静岡文化芸術大学の文化政策学部で、観光に関する専

門の勉強ができるようなカリキュラムが始まっていますので、こういっ

た高校時代から実践的な学びを経て、強い動機を持った生徒が、県内の

大学でさらなる学びを深め、そして県内の観光関係の業務等に就いて、

静岡の魅力を発信できるというようなつながりができるとすばらしいと

思って今発言をしました。ありがとうございました。 

 

塙  委  員：  先ほど加藤委員のほうから話がありましたが、グローバル人材とよく

言いますが、イコール、ローカル人材育成につながります。 

 先ほど化学変化という話がありましたが、一番留学生の受け入れで化

学変化を起こしたというのは、フィンランドの女の子、15歳の子が留学

しました。毎年何人も来ます。そのときに、その子が校長室に最初に挨

拶に見えました。独学で日本語ぺらぺらです。そしてこれ校長に献本し

ますと、書籍を二、三冊置いていきました。中身を見たら、日本の文

化・歴史でした。そんな子がクラスの中に１人ぽんと入ってしまった

ら、周りはどうなるのか。 

 それで、国際教育というコースがありますが、そのような流れの中か

ら、地域の問題と一体化させて、やはり教育しなければまずいという流

れが今出てきております。 

 それから、先ほどの一芸をという話がありましたが、教育現場にとっ

ては、これは非常に難しいです。一芸というか、能力を見出す、これは

いいですね。ただ、知識・教養を広げる中で、ほかもあるかもしれない

という。それから一芸の場合、一生突っ走れるのかどうかという、その

保証がないと。結果的には、文武芸、バランスをとらざるを得ないと。

 それと、少し気になるのは、知徳体とか、あるいは文武芸といってい

ますが、やはり学校というのは地域と一体でなければまずいですね、自

立といっていますが、地域がいろいろ自立できないという側面が結構あ

ります。 

 例えば年に２回日曜日、どぶざらい、川清掃があります。高齢化して

いる老人たちが大変な思いをしてやっている。子供たちが、自分たちで
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進んでやるという、言い出すという教育が必要だと思います。抜本的

に、その気になれば子供たちは動きます。だから、僕のところの自治会

はみんな喜んでいます。保護者が、高い授業料を取っておきながら子供

にどぶ掃除やらせるのかという話は一件も出てきません。本来、高校生

あたりが一番そういうところで活躍しなければならない。しかし、日曜

日あたりだと、子供たちは部活等でも学校へ出てきているはずです。ど

この学校も必死です。これではまずいと思いますね。とにかく何でもや

らせると。できないということは絶対言わないです。 

 マレーシアのコミュニティー50人ぐらいが、交流したいという申し出

がありました。日にちを聞いたら４月６日、その日に何があるかと。午

前中始業式、午後入学式、夜、保護者との懇親会と。普通どうしますか

ね。断りますよね。言っていました、やれと。できるのですよ。自分た

ちができないと、何のために生徒を育てて卒業させているのだと。やは

りやる気があるかないか、それで随分子供たちも変わります。 

 

矢 野 委 員 長：  ありがとうございました。 

 今日、宮城さんお願いします。 

 

宮 城 委 員：  一旦話し始めると長くなってしまいそうな気がして、少し遠慮してい

ました。いろいろ話したいと思ったのですが、一つはお話するという

か、とても大きな話で、どうすればいいのかはとても難しいですけれど

も、今、日本の空気というのは非常にぎすぎすしていると感じていて、

もっとダイレクトに言ってしまうと、過去の全体主義の時代に、何かし

ら近くなっているような気がしています。なぜそういう全体主義の温床

のようなことが、これは日本だけではないと思うのですが、広まってし

まっているのだろうと。 

 日本について考えてみると、先ほどちょうど加藤さんがおっしゃった

ように、若い人たちが「これやっていいんですか」と聞くという。「こ

れやっていいんですか」と聞くということはどういうことか。これは、

実はネットで、今ちょっとした失言をすると炎上したりするのととても

根は似ていると思うのですが、つまり、この世には正解というものがあ

って、正解というものがあるという前提になると、正解ではないことを

言ってしまうのではないかということをみんな恐れて、曖昧な部分につ

いて判断保留、思考停止になるのですね。明らかに間違っているという

ことがあると、間違っていると世の中が認定していることがあると、み

んなで寄ってたかってたたくのですね。これは明らかに間違っていると

世の中でされていることに対しては、寄ってたかってたたくと。 

 だから、自分がうっかりたたかれる立場にならないように、みんな冷

や冷やしている。だから、明らかに正しいとされていることだけは安心

してやれる。それ以外は判断保留。うっかりそのたたかれるような、炎
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上するような立場にならないようにならないように冷や冷やしている。

 僕は、中・高生１万5,000人ぐらい毎年招待しているので、彼らを見て

いますけど、いわゆる空気を読むというのはまさにそれですね。つま

り、正解というものがあるらしいと。自分がそうじゃないことを言って

しまうということを常に恐れている。たたかれてしまうこと、あるいは

浮いてしまうことを恐れている。では、この教育の局面で、一体これに

対して何ができるのだろうか。もちろん、芸術ということをもう少し知

ってもらうということは、当然意味があると思います。つまり、芸術に

は正解がない。これは明らかに正解のない世界です。でも、もっと本当

に普段のレベルでどういうことができるのだろうかと。 

 僕は、先生が、世界というのはもっと多様だと、世界はいろいろだと

いうことを先生が知らないと、生徒たちもそう思わないと思います。正

解があるとか、何かうっかり間違ったことを言ってしまうのではないか

と冷や冷やしているというのは、そもそも先生がそうだからではないか

と。これは、前、知事がおっしゃっていたことだと思うのですが、先生

がもっと海外へ行かないと、世界は本当に多様、日本というのは１軒の

家で世界は外だというくらい、日本がある意味では平準化しているとい

うのか、いろいろな日本の中でも、僕自身、今60歳ですけど、この50年

の中でもどんどん平準化して、幅が狭まってきました。僕が小学校のこ

ろは、もっといろいろな人がいましたから。 

 世界に出て、世界がいろいろだということを知ってほしいと思ってい

ます。ただ、先ほどそのデータを拝見したら、確かに国際化についてい

ろいろ取組をされているのは分かりますが、教職員の海外研修が１年に

８人とか９人、これは難しいでしょうが、全体で222人という数を見る

と、立派だなと思いますが、先生は、見ると10人以下と。何とかここは

ならないのかと。 

 ただ、さっき加藤さんがおっしゃった留学生を受け入れるというの

は、非常に効果的な、先生も変わらざるを得ませんよね。これは非常に

効果的というか、一番手っ取り早く先生が変われるチャンスなのかなと

思いました。 

 人と違うことを考える若者を育てなければいけないというときに、今

の学校ではとても難しい。ともかく浮くことをみんな恐れているみたい

な、浮いてはいけない、それを恐れているので、人と違うことを考える

子供たちがどうやったら出てくるのか。演劇を学んでもらうことも、間

違いなく役に立つとは思います。人数は限定されてしまうかもしれませ

んが、演劇を学んでもらうことがもう少し広まらないかなと。 

 演劇的なことを学校の中で取り入れるということでは、かつてＳＰＡ

Ｃも教科書を戯曲化するという取り組み、県立高校と協働してやってみ

ました。１年間やって、結構いろいろＤＶＤとか作りましたが、ただ諸

事情というか、技術的なことだったと思うのですが、１年で終わってし

まったので、何とかまたそれを復活できたらいいなと。 
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 それから、演劇部の部活をやっている生徒がいて、これは大体県内で

1,200人ぐらいいるそうです。演劇部に入る子たちというのは、プロの俳

優になりたいというような子よりは、むしろ非常に引っ込み思案な子が

多いのです。つまり、なかなか人とコミュニケーションがうまくとれな

いような子が演劇部に入っていたりするので、そういう子たちに、何か

もう少し支援をすることもＳＰＡＣとしてできるのかもしれません。Ｓ

ＰＡＣの俳優を県内の高校65校に演劇部があるというので、そういうと

ころに派遣するような制度、仕組みをつくれないものかなと。 

 それから、これは中・高ではないですが、大学コンソーシアムがもし

できたら、そこに演劇の授業というのをやらせてもらえたらいいかな

と。これは前申し上げたのですが、僕らの大学時代だと、演劇をやって

いる人間というのは、普段は経済学部とか、法学部とか、意外に、場合

によっては理学部とか、そういうところに通いながら演劇活動をしてい

ました。ところが、最近大学では演劇科というのが随分増えたので、演

劇の道に進みたい子は、最初からもう大学で演劇科に行ってしまうの

で、逆にほかの経済学部とか、政治学部とか、あるいは理学部とかに行

っている生徒さんは、身の回りに演劇をやっている子がいないです。演

劇をやっている学生と出会うチャンスがなくなってしまっている。だか

ら、演劇的なことをやっているやつって、こんなふうにおもしろいんだ

というのを見るチャンスがなくなってしまったので、コンソーシアムの

中に、演劇の授業のようなものを組み込めたらおもしろいのではないか

と思ったりしています。 

 それから、高校に演劇科を設置する研究が始まるということなので、

これぜひ進めていただきたいのですが、演劇科のおもしろいところは、

音楽科や美術科は、既に日本の中にもアカデミズムが成立していて、単

純に言えば、音楽大学の中でピラミッドがあって、よりいいところに受

かりたいみたいなことが起こっています。美術でもそうですね。ところ

が、演劇はそういうことがない。ということは、高校の演劇科を設けれ

ば、受験勉強は余りしなくていいと。そこが音楽と美術とちょっと違う

ところです。受験勉強をしなくていいし、しかも演劇というのは、芸術

のジャンルの中では、ほかに声楽がそうかもしれないですけど、晩学で

も何とかなるジャンルですね。ですから、例えば高校のころに、超一流

のアーティストとたまたま触れ合うことができたら、今度大学では、一

旦例えば哲学を学ぶとか、物理学を学ぶとか、そういうこともできま

す。その後、また22歳、23歳ぐらいから芸術の世界に戻るということも

演劇の場合は可能です。 

 そういうわけで、高校時代に本当の超一流、世界の第一線のアーティ

ストと触れてみるというのは意味があるのかなと思っています。そうい

う子たちが、また普通の演劇に縁のない高校生たちと交流するような、

何か地域の仕組みのようなものがつくれると、またおもしろいかなと。

つまり、高校で演劇科に進んだら、その演劇科に進んでいる子たちしか
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友達がいないとなってしまうと、これはまたつまらないので、地域で何

か別の形で、ほかの高校生たちと交われるような仕組みも同時につくっ

ていけたらいいのかなと、そんなことを考えます。 

 

矢 野 委 員 長：  ありがとうございました。 

 それでは、白井さん、よろしいですか。お願いします。 

 

白 井 委 員：  静岡大学の白井です。 

 ２つのことを関連して少しコメントをというか、意見を述べさせてい

ただきたいのですが、知事が最初におっしゃられたように、小・中・高

と大学というのが分離している状況があって、その中で、大学で何がで

きるのかということを考えながら皆さんの御意見をお聞きしていたので

すが、静岡県の場合は、私立、県立、国立問わず、コンソーシアムでと

もにやっていこうという枠組みができているので、回路としてはできて

いるのかなと思うのですが、やはりもっともっと小・中・高と関われる

と、今日お聞きして思いました。 

 例えば静岡大学のことでいいますと、国際交流ということでいうと、

静岡大学はアジアブリッジプログラムというのがございまして、ＡＢＰ

というのですが、無償で静岡大学に通うことができて、企業とのインタ

ーンシップもあるというような、アジアからの留学生を迎え入れるよう

な仕組みがあります。その枠のこともあって、静岡大学で今留学生が430

人学んでおります。アジアを中心に世界各国から留学生がいるので、そ

ういった留学生と、例えばオリ・パラを機にしたいろいろなムーブメン

トや、小・中学校、高校での学びに、県内にいる留学生をどのように組

み込んでいくかという、そこで例えばコーディネーターをしてもらった

りとか、言語や文化など、衣食住のいろいろな習慣を教えてもらったり

とか、現地と例えば直接Ｓｋｙｐｅなどで結んで学ぶということもでき

ると思うのですが、県内の、先ほど加藤委員がおっしゃったように、身

近な異文化の方を手がかりにして学ぶ仕組みというのがつくっていける

のではないかと思いました。 

 コンソーシアムでの横の連携は随分ありますが、あと縦軸をどのよう

につくっていくかということだろうと思います。既にやられている部分

もあると思いますが、そのように思いました。 

 それから、スポーツの実学のことですが、静岡大学では地域創造学環

というのがありまして、例えばコースでいうと、スポーツプロモーショ

ンコースや、アート＆マネジメントコースというのがあります。そのス

ポーツプロモーションとアート＆マネジメントコースのおもしろいとこ

ろは、本人がプロとして長けているということもそうですが、地域社会

をどのようにつくっていくかということを学問のコンセプトにしている

ので、スポーツを通して地域社会をどうやってつくっていくかとか、ア

ートを通して、例えば県の産業のコンテンツをどのようにブランド化す
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るかとか、県の産業のコンテンツをどのようにデザインしていくかとい

うことをアート＆マネジメントコースの学生が勉強していったりして、

地方公共団体やＮＰＯに就職していっているわけですが、やはりそうい

うところと、高校の観光科や、総合高校と連携していく。これも同じよ

うに縦の結びつきを、これからどのようにつくっていくかということが

目指していけるのかなと思いました。 

 あと、ちょっとしたことですけど、さきほど留学生を迎え入れるとい

うホストファミリーのことがあって、川でシャワーしてきなさいって、

すごくいいなと思ったのですが、私自身もホストファミリーをしたくて

手を挙げたことがあったのですが、きちんとした環境を整えてあげまし

ょうと、さっき宮城委員がおっしゃったように、全体主義的なといいま

すか、かっちりした枠がすごくあって、私が申し込んだところの場合

は、学生に鍵を渡してはいけません、必ず帰ってくるときにはお母さん

が家にいてあげてください、毎日夕飯をつくってあげてください、土・

日はどこかに連れていってあげてくださいというのを１年間通してやる

という、とてもハードな手が挙げにくいもので、もっと温かく迎え入れ

られればいいんだよということがないと、学校でもなかなか手が挙げづ

らいし、家庭でも受け入れづらいと思うので、緩やかな形で受け入れが

できるような仕組みも必要かなと思いました。以上です。 

 

矢 野 委 員 長：  ありがとうございました。 

 静岡式のホストファミリーを充実させようという議論は去年もやりま

した。また今年も取り上げて、皆様の御意見を聞いていきたいと思いま

す。余りおっしゃるようなかた苦しいものだと、なかなか手を挙げてく

れないので、いろいろなタイプのホストファミリーがいていいのではな

いかということですね。実質的に携わる人が増えていけばいいのではな

いかと思います。 

 どうもまとまりのない会議になってしまいましたが、大分時間も迫り

ましたので、この辺で一応議論は終えまして、またまとめて総合教育会

議の場で提案をしていただきたいと思います。 

 今日の議論のまとめについては、私と池上先生と事務局のほうでまと

めたいと思います。 

 それでは、終わりに当たりまして、知事から一言お願いしたいと思い

ます。 

 

川 勝 知 事：  どうも令和の元年にふさわしい中身のある御意見を賜りまして、誠に

ありがとうございました。 

 冒頭の件ですけれども、委員長も言われていましたが、先例とか、前

例とか、そういうものにとらわれないということは、なかなか県庁でも

難しくて、前例、先例というのが範型になっているんですね。したがっ

て、ある課題ができますと、「前例がありませんから」という最大の断
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り理由になります。それを言わないということを10年間方針にしてきた

わけです。ある課題があれば、どうしたらできるかを考えると、方法を

考えると。できない理由は百も上げられるわけですね。そういうことは

短絡的な人がたくさんいらっしゃいます。ですから、いかにしたらでき

るかということを考えると。でも、考えるのは自由ですから、自分がそ

ういう職責を持っていない場合もありますから、しかし、考えてさし上

げて、一緒にやれる方向を考えていくと、これが基本的な考え方であり

ます。 

 そういう方向でやっていきたいということで、今回具体的に、ワール

ドカップに子供たちを招待するということでございますので、さすがに

嫌いだからといって、その授業に出ないというわけにいかないでしょ

う。ですから、そういうものとして、これはしっかり一旦決めた以上

は、しかるべく終始を、始めと終わりをきっちり整えるというように、

どうしたらできるかと考えることであります。 

 それから、高校の合併問題が、これは全国どこでもやっているわけで

すが、基本的に反対があるわけですね。極めて強い反対があります。し

かも、それを教育委員会が押し切ってきたというのがこれまでの歴史で

す。今、具体的には、伊東で４校を１つにするというのがあります。ま

た沼津には、全然校系、由来が違う学校２つがあるのですが、それを１

つにするというのもあります。それから、皆さん一部行っていただきま

した池新田と横須賀高校、これも全然系列が違う。しかも、若干離れて

いますが、２つを１つにするというのがあるんですが、行けばこれはち

ょっと理不尽なことをしているなと、要するに杓子定規でやっていると

いうことがすぐに分かります。では、どうすればいいかということで、

それを考えていただくということですね。 

では、伊東に４校あって、そのうちの一つをどうしたらいいかと。一

つには、例えば文武芸で、スポーツでいくか、あるいは観光でいくか、

あるいはスポーツでもたくさんありますから、ゴルフでいくか、あるい

はサッカーでいくかとかいうようにも考えることができますし、演劇で

も場合によってはいいかもしれないと思うわけですが、ですから、ある

ものをどのように形を変えて生かしていくかと考えていきながら、卒業

生の人たちが、これで安心して自分の母校に対して声援を送れるとして

いくことが大事です。みんな愛しているから反対するのですね。ですか

ら、それをどのようにして、それを違う形に生かしていくかということ

を、杓子定規の形にしないということが大事だと思います。 

 それから、義務教育というのは、基本的に15歳ぐらいまでは子供の発

達に応じて与えるべきことをみんな与えているわけですね。これはいろ

いろな知恵が詰まっていると思います。したがって、それぞれきちっと

教え込まないといけないということがあります。 

 一方で、そういう等し並みの教育にははまらない子が10歳前後から出

てきますね。ついていけない子も、圧倒的に能力において長けている子
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も出てきますので、その子たちをどうするかと考えなくてはいけないと

いうことで、それが、先ほどの仲邑菫さんだとか、あるいは藤井聡太君

のような、あるいはスポーツやサッカーでも、そういう子が出ていると

いうことは先ほど御指摘があったとおりでありますので、この子たちの

才能は伸ばすという方向で考えねばならないということです。 

 そのために、例えば人材バンクで、差し当たって人材バンクやりまし

たけれども、Ｓ級の指導ができる人が必要だということであれば、そう

いう人たちをつくるということが一つですね。それからもう一つ、人と

施設が要るということです。この施設をどうするかというところで、こ

こはやはり全県一律につくるわけにはいかないので、予算もどこかに集

中的にして、どこに出しても恥ずかしくないものを作らなければいけな

いと、それをやったらいいと思うのですよ。ですから、施設と人と、こ

れを両方やっていくことが必要だと思います。 

 それから、国際化につきましては、内なる国際化が必要です。要する

に、外に行って海外を知ったということは大事なことです。ですから、

今回、海外修学旅行、これが全国で割合においては１位になったと。こ

れはしかし、まだ三十数％ですから全然だめです。もっと高校の先生方

が本格的に取り組んでいただいて、なるべく10代の間に一度外の空気を

吸うということをカリキュラムに入れていくことが大事です。 

 一方で、内なる国際化というのはおかしな言い方ですけれども、受け

入れるということですね。ですから、先ほど加藤さんがおっしゃったの

ですが、ホストファミリーというのは、まさに家の中が国際化すること

ですから、あるいは学校に１人学生さんが外から来たと。これも一種の

内なる国際化なわけですね。そういうあえて違うものを受け入れるとい

う寛容といいますか、広い度量が必要です。それを見せていく必要があ

ると。ですから、夢を持っている子がいるので、Dreams come true here

in Japanと、ここでできますよということを見せていくことがとても大

切で、しかしそれは一気にできないので、どこからかやっていくという

ことで、冒頭、矢野さんがおっしゃったような小さく産んで大きく育て

ていくということで、実行するということを前提にやっていきたい。 

 差し当たって、施設については、伊東に４校、それから沼津に２校、

それから御前崎と掛川にまたがった形でそういう施設があります。４ヘ

クタールの土地があって、校舎があって、運動場があるわけです。です

から、こうしたものを、今言った中でどのように使っていくかというこ

とも、具体的な課題になろうかとも思いますが、私は論点が拡散したと

は全く思っていませんで、非常にめり張りのきいた議論をしていただい

たのではないかと思います。 

 それから、全員で行くことはもう不可能なので、場合によっては、個

別に行ける方で、どこそこに関心があるということであれば、伊東に行

って温泉に入りながら、いや、そこまで言うとあれですけど、掛川に行

って、深蒸し茶が変わったんでしょうといって、それで何してる、要す
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るに、それぞれの何でなされればいいと。しかし、視察は視察でしっか

り見ていただいて、校長先生なり、関係者の意見を聞いていただくとい

う形で、これは大きな大きな革新になります。 

 それから、演劇については、最後に宮城先生がおっしゃいましたけれ

ども、カリキュラムはもう既にできていますね。ですから、中・高から

大学に至るカリキュラムが演劇にできているということを知ったという

ことですから、こうしたものをどのような形にしていくかというのが次

の課題になるのではないかと。課題が見えてきたら、それはもう半分で

きているのです。課題が見つからないと実現のしようがないと。課題が

見つかったということは、50％まで来たと。残りの50％は大変ですけれ

ども、それをどう実現するかということで、今日は教育委員会の先生方

もお越しになっていらっしゃいますので、ぜひ今日言われたことが、こ

の１年の間で何らかの形になることを望んでおります。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

矢 野 委 員 長：  どうもありがとうございました。 

 それでは、今日の会議はこれでお開きにしたいと思います。皆様、い

い御意見を出していただきましてありがとうございました。 

 それでは、事務局にまたお返しします。 

 

事  務  局：  皆様、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 第２回実践委員会は、７月30日の開催を予定しております。詳細につ

きましては、後日事務局から皆様に御連絡をいたします。 

 本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１回地域自立のための「人づくり・学校づく

り」実践委員会を終了いたします。皆様、お疲れ様でございました。 

 

 

 


